
 

鹿児島高等学校「いじめ防止基本方針」（令和５年４月～） 
 

 

 １ 本校の基本方針 

①  いじめは，人権に関わる問題であり，どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるという認識のもと，

「軽微と思われることでも積極的に把握し，１件でも多く発見しそれらを解消していくことが重要であ

る。（鹿児島県いじめ防止基本方針）」という考え方に沿って，未然防止に努め，発生した場合は迅速に

対応する。 

②  いじめの未然防止のため，教育活動全般を通して，生徒理解や情報共有に努めるとともに，人権教育

や情報モラル教育等の充実を図る。 

③  いじめの発生を把握した場合は，まず被害生徒の生命，身体の保護を第一とし，生徒本人や保護者の

気持ちに寄り添い，対応する。 

④  いじめ防止やその解消等に当たっては，担任が一人で抱え込まないように，学校が組織的に対応する

体制を構築するとともに，専門家や関係機関と連携を図る。 

 

 

 

 ２ 全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡとの連携 

○ 学校，学年ＰＴＡ

や総会の活用 

○ 保護者への理解，

協力 

○講演活動のサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ いじめの認知 

  ○ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的，形式的にすることなく，いじめられた生

徒の立場に立つこと。 

  ○ 法の対象になるいじめに該当するか否かを判断するに当たり，「心身の苦痛を感じているもの」と要件

が限定した解釈されることのないように努める。いじめられていても，本人がそれを否定する場合が

多々あることを踏まえ，生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認すること。 

 

いじめ防止対策委員会 
[内容] （１） いじめが発生しない学校づくりのための取組について検討 

（２） 早期発見，早期解決のための取組について検討 
（３） 事案発生時の早期対応（調査，報告，解決） 

    （４） 年間活動の計画と実施，検証（次年度への課題検討） 

[構成] 管理職，生徒指導主任，養護教諭，教育相談担当，カウンセラー 

生徒指導担当，その他必要に応じた関係者 

関係機関との連携 

○ 学事法制課 

○ 警察 

○ 児童相談所 

○ 医療機関 

○ カウンセラーなど幅

広い外部専門家 

○ 法務局 等 

学校の取組 

[未然防止の取組] 

○ いじめを生まない人間関係づくりの推進 

○ 人権教育，情報モラル教育の推進 

○ 三弧会によるいじめ防止活動 

[早期発見の取組] 

○ アンケートの定期実施（学期１回） 

○ 教育相談，個別相談（２者面談 等） 

○ 学科，学年の情報共有 

[組織的な取組] 

○ 事実関係の把握 

○ 被害者，加害者への適切なケアおよび指導 

○ スクールカウンセラー等の活用 

○ 職員研修の充実 

○ 教育相談係による対応 

 



 ４ いじめの解消 

   いじめは単に謝罪をもって安易に解消と判断することはできない。いじめが解消している状態と判断す

るには，少なくとも次の２つの要件が満たされる必要がある。 

①  いじめの行為が止んでいる状態が少なくとも３か月の期間継続していること。被害の重大性等からさ 

らに長期の期間が必要であると判断される場合は，より長期の期間を設定する。  

②  被害生徒が心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し，心身

の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

 

 

 ５ 重大事態への対応 

   重大事態は，事実関係が確定するまで待って対応を開始するのではなく，「疑い」が生じた段階で調査を

開始する。また，被害生徒や保護者から重大事態として申立があったときは，重大事態の発生として報

告・調査等に当たる。 

  【重大事態の要件】 

  〇 いじめにより生徒の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき（物品の破

損，金品の被害，自殺の企図等） 

  〇 いじめにより生徒が，相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

（不登校の定義を踏まえ年間３０日を目安とし，一定期間連続して欠席しているような場合などは，迅速  

に調査に着手） 

 

 

 ６ 組織的対応の流れ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園本部  

県学事法制課 

県教育委員会 

 

 いじめ防止対策委員会 

    (方針，連携，報告) 

 

カウンセラー 

  専門家 

 関係機関 

 

  生 徒 指 導 部 会 

  (事実確認，調査分析) 

 【情報】 

 

 保 健 室 

  

 教育相談室 

 

グリーンルーム 

 

  部活動 

 （部長・顧問） 
  【気付き】 

  

教科部会 

 （主任） 

 

 教科担任 
【気付き】 

 
 

【定期調査による把握】 

 

  教育相談   

 

  学校たのしぃーと 

   ※集約・分析 

 

 

 学年部会（主任） 

 

 

 学級担任 
 【気付き】 

 

 保護者 
 【気付き】 



 ７ 早期発見のフロー 

いじめ事案の早期発見 

○「学校楽しぃ―と」など各種調査票の活用  ○２者面談  ○連続３日欠席  ○連続７日欠席 

○日々の観察  ○ 授業態度  ○部活動等  ○生徒，保護者からの相談・連絡 

※相談体制の確立…相談窓口の設置（保健室・グリーンルーム・教育相談） 

※情報の共有…報告経路の明示，報告の徹底  職員会議等での情報共有   

要配慮生徒の実態把握     進級時の引継ぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会 
○状況の報告・共有  ○調査方法・役割分担の決定  ○調査班の編成   

○調査報告・事実関係の把握（いつ・どこで・だれが・何を・どのように等を時系列でまとめる） 

[構成] 管理職，生徒指導主任，養護教諭，教育相談担当，カウンセラー，生徒指導担当， 

その他必要に応じた関係者 

  

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会 
○対応方針・指導支援体制の決定  ○対応班の編成 

[構成] 管理職，生徒指導主任，養護教諭，教育相談担当，カウンセラー， 

生徒指導担当，担任，学年主任，その他必要に応じた関係者 

 

                支援・指導        支援・指導 

被害生徒・保護者 加害生徒・保護者 周囲の生徒 

○解消に向けた継続指導 → 経過観察 → 再発防止指導 

被害生徒・保護者…○具体的な対応策を示す  ○訴え，相談を誠意を持って聞く   

○人間関係の再構築支援 

加害生徒・保護者…○事実関係・背景・理由等を確認  ○不満感・不安感等の訴えを確認 

         ○被害者側の心境を理解させる 

周囲の生徒…○具体的な対応策を示す  ○訴え，相談を誠意を持って聞く ○解決に向けた協力依頼 

関係機関との連携…○関係機関への通報・相談  ○専門機関への通院・通所  ○学事法制課へ報告 

 

未然防止 

学業指導の充実            教育相談の充実 

・学びに向かう集団づくり       ・面談の実施 

・意欲的に取り組む授業づくり    人権教育の充実 

特別活動，道徳教育の充実        ・人権意識の高揚 

・ホームルーム活動の充実       ・講演会等の開催 

 ・ボランティア活動の充実      情報教育の充実 

保護者・地域との連携 

 ・学校いじめ防止基本方針等の 

  周知 

 ・学校公開の実施 

いじめ事案の発見 

調査・聞き取り・記録・報告 
担任・学年主任 → 生徒指導主任 → 教頭・校長（いじめ防止委員会の招集・指揮） 

全教職員へ報告・共通理解 いじめの認知 学事法制課 


